
令和６年度　地域医療介護総合確保基金事業(医療分)に係る実施状況

Ⅰ-1　地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

新
規
改
善

事業名 事業概要 事業主体 事業の目標
基金

予算額
(千円)

基金
実績額
(千円)

達成状況 事業の有効性･効率性 今後の方向性

継
続

事
業
終
了

1 病床等機能分化･
連携促進基盤整備
事業

･病床機能転換等を図る医療機関の施設･設備整備
費用の一部を補助するとともに､地域医療調整会
議の開催経費や調査研修経費への支援等を行う｡
･地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮
小の際に要する費用の一部を補助する｡

医療機関 病床機能の分化･連携を推進し､不足する病床機能
の充足を図る｡

507,925 174,398

・施設、設備整備医療機
関数　３施設

(1)事業の有効性
　将来地域において必要となる医療機能を各医療機関が有するための整備費用であり､今
後､地域にふさわしい機能分化･連携を進める上で必須の事業となる｡
(2)事業の効率性
　事前調査によりﾆｰｽﾞを把握した上で､申請のあったもののうち､書面ﾋｱﾘﾝｸﾞ等により効果
が高いと判断したものに補助したため､効率的に執行できたと考える｡

地域医療構想に基づき、各地
域の地域医療構想調整会議に
おいて、各医療機関の役割分
担等の議論が行われることと
なっており、それらとの整合
性を図りながら事業を進めて
いく。

○

2 宮崎大学医療資源
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを活用し
た地域医療構想推
進事業

医療資源情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを用いて､圏域ごとの医療
機能の提供体制に係る協議や分析に寄与する資料
の作成を委託するとともに､地域医療構想ｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰ等を派遣した説明会等を開催する｡

宮崎大学 県内の医療資源に係るﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽをもとに現状を可
視化することで､地域医療構想調整会議での議論
が円滑に進み､効率的な会議の運営が図られ､地域
の課題解決に向けた取組等の推進につなげる｡

10,257 9,177

・地域医療構想ｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰ等派遣延べ数　14回

(1)事業の有効性
　調整会議等において､客観的ﾃﾞｰﾀに基づいた議論を可能にし､医療機関の役割分担の決定
や連携の強化等今後の医療提供体制の構築に向けた円滑な議論に資することができた｡
(2)事業の効率性
　前身の補助金事業により複数年にわたって収集･蓄積されたﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを活用することに
より､圏域毎にきめ細かく､かつ､質の高い医療機能等の分析や将来の疾患毎の医療需要等
を可視化することができる｡

医療機関が担うべき役割分担
の決定や連携強化の推進等に
資するため､医療機関のﾃﾞｰﾀ分
析をすすめ､地域医療構想調整
会議の議論に活用できる情報
について提供を行う｡

○

3 救急医療体制にお
ける機能分化･連
携推進事業

脳卒中や急性心筋梗塞の広域的な救急医療拠点､
二次医療圏における救急医療体制に欠かせない医
療機関の機能強化を図るため､必要な設備整備を
支援する｡

医療機関 構想区域内あるいは広域での救急医療拠点の充
実･強化が図られ､急性期病床機能の集約化が進む
ことで､各医療圏における救急医療の役割が明確
となり､病床機能の分化･連携の促進につなげる｡

75,600 33,380

・二次救急医療機関を支
える中核的な医療機関の
機能充実に要する機器の
整備　４医療機関

(1)事業の有効性
　二次医療圏を超えて救急医療の拠点となっている医療機関等の機能強化を図るために必
要な設備を整備することで､地域医療構想を踏まえた救急医療体制の構築を図ることがで
きた｡
(2)事業の効率性
　当該事業の実施により､県内の救急医療提供体制の機能強化･維持が図られるため､医療
資源が効率的に活用されることとなり､地域医療構想における各医療圏の必要な病床の機
能分化及び連携の促進が期待される｡

令和６年度計画と同内容を継
続実施｡

○

4 医療介護の多職種
連携推進事業

慢性期病床等の解消を図るため、県及び関係市町
村が定める圏域で、医療と介護が連携するための
課題抽出や解決策の検討等を行う場を設置し、課
題解決のための研修を実施する。
また､医療から介護へのｽﾑｰｽﾞな移行を図るための
環境整備として､患者の情報共有を促進するICTｼｽ
ﾃﾑの導入､改修を行う｡

県､各市
町村､保
健所

切れ目のない医療と介護のサービスを提供するた
めの専門職の協議の実施など、市町村等関係機関
への様々な支援を行うことにより、住民が住み慣
れた地域で生活するための医療と介護の連携構築
を図る。 14,241 1,657

・共通ルールに係る協議
の実施箇所　８か所
・医療介護連携のための
ICTシステム整備数　１
か所

(1)事業の有効性
　本事業の実施により､医療と介護を連携するための課題抽出や解決策の検討等を行う協
議の場を設けることができた｡ICTシステムの整備については、申請のあった１市に対し改
修費用の補助を行い、救急隊との連携強化に繋がった。
(2)事業の効率性
　課題抽出や解決策の検討を実施する場を設置し､協議を実施することにより､各地域の実
情に合った共通ルールを運用することができた｡また､関係市町村及び保健所等が連携しな
がら協議を実施していくことで､関係者間の顔の見える関係を構築することができた｡

切れ目のない医療と介護の
サービスを提供するため、今
後も引き続き共通ルールを活
用していく。また、在宅医療
と介護の情報共有を促進する
ためにICTｼｽﾃﾑの導入の促進､
改修を実施する｡

○

5 地域医療支援病院
等における医科歯
科連携推進事業

地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患
者に対して全身と口腔機能の向上を図るため､県
内4地区に調整窓口を設置し､歯科衛生士を配置す
る｡
調整窓口では､病院等からの依頼を受け､地域の歯
科診療所と調整し､患者の口腔ケア等を実施｡ま
た､退院後の歯科診療所の紹介等を行う｡

県､県歯
科医師会

入院患者等に口腔ｹｱを行うことで､口腔内合併症
の減少や肺炎予防等が期待でき、早期回復･早期
退院につなげる｡
在院日数の短縮を図るとともに、病床の機能分化
を進める｡

11,500 11,084

・相談紹介件数　354件
（うち歯科医療機関につ
ないだ数344件）

(1)事業の有効性
　地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等を中心に､県内各地の医療機関の医師や看
護師等と連携を図り､入院患者等が口腔ケアなどの歯科医療を受けられる体制の整備を
図った｡
(2)事業の効率性
　医科歯科連携の効率化を図るため､地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院を中心に
医療関係者への周知啓発を強化し､関係者の協力体制を強化した｡

事業効果の拡大を図るため、
引き続き地域医療支援病院等
の入院患者も対象とし、事業
を継続していく｡ ○

6 がん医療均てん化
推進事業

国の指定するがん診療連携拠点病院等のないがん
医療圏（県北･県南）において､がん医療の中心的
な役割を果たす医療機関に対し､専門的ながん医
療を提供するのに必要な医療機器及び施設の整備
を支援する｡

対象医療
機関

がん医療圏ごとに､がん医療の中心的役割を担う
医療機関の設置及びがん医療提供体制の充実を目
指す。

100,000 53,090

・専門的ながん医療の提
供に必要な施設整備
医療機関数　１医療機関

・専門的ながん医療の提
供に必要な設備整備医療
機関数
２医療機関

(1)事業の有効性
　空白のがん医療圏においてがん医療の中心的な役割を担う医療機関に対し専門的ながん
医療を提供するのに必要な医療機器及び施設の整備を支援することにより､拠点病院等が
整備されていない医療圏においても、拠点病院等が整備されているがん医療圏とできる限
り同等のがん医療が提供できる体制が整備・強化され、県内におけるがん医療の質の均て
ん化が図られている。
(2)事業の効率性
　県内におけるがん医療の質の均てん化を図り、県民が等しく安全で質の高いがん医療を
受けられる体制を整備するという本事業の目的を達成するために、支援することが効果的
な医療機関を対象として実施したことから、効率的に執行できた。

令和６年度計画と同内容を継
続実施｡

○

7 ICTを活用した中
山間地域診療支援
推進事業

中山間地域の医療機関に勤務する医師は総合的に
様々な疾患を診ているが､脳卒中や循環器病など
の重症患者が発生した場合人的･医療的資源に乏
しく非常に厳しい状況となるため､中山間地域の
医療機関(Spoke施設)と宮崎大学等(Hub施設)を結
び対応や処置などを相談できるｼｽﾃﾑの整備を支援
する｡

宮崎大学 ･救命率の向上や後遺症の改善などにつなげる｡
･中山間地域で勤務する医師の負担軽減や医師確
保につなげる｡

14,610 7,022

・新たなSpoke施設への
整備支援　０
（運用体制の支援）

(1)事業の有効性
　中山間地域に勤務する医師が脳卒中等の重症患者を診療するに当たり､大学等の拠点病
院に相談できるｼｽﾃﾑを構築することにより､迅速かつ的確な処置を行うことができ､救命率
向上と後遺症軽減が図られる｡
(2)事業の効率性
　Hub施設が宮崎大学と県立延岡病院の２拠点となり、中山間地域の拠点病院をSpoke施設
とするhub and spoke体制が完成したため、Spoke施設が相談しやすい体制が構築でき､中
山間地域に勤務する医師等の安心感・負担軽減に繋げることができた。

対象疾患を脳卒中以外にも広
げ､より使い勝手のよいｼｽﾃﾑを
目指す｡また新たな応用の可能
性について探るための課題共
有等の検討の場を支援する。 ○

8 公立病院等の将来
計画策定支援事業

地域医療構想では､まず公立病院の病床機能や果
たす役割を検討することとされている中､2025年
以降にむけ､県民が安心して生活できる効率的・
効果的な医療体制を地域が主体となり検討してい
く必要があることから､市町村等が行う公立病院
等を含む医療機関の再編・ﾈｯﾄﾜｰｸ化の将来計画の
策定を支援する｡

市町村等 2025年に向け､地域でふさわしいﾊﾞﾗﾝｽのとれた医
療提供体制を構築するための将来計画策定を支援
することにより､効率的･効果的な医療提供体制の
構築が図られ､中山間地域で生活する県民の医療
に対する満足度に反映される｡ 30,000 0

・公立病院等の将来計画
策定　０か所

(1)事業の有効性
　将来地域において必要となる医療機能の再編・統合について、将来計画を策定するため
の費用を支援するものであり、地域医療構想の達成に向けた医療機能の分化・連携を図る
ことができる。
（２）事業の効率性
　事前調査によりニーズを把握しつつ、ヒアリング等により効果を判断するとともに、地
域において真に必要な取組に対する補助とするため、地域医療構想調整会議で合意を得た
事業にのみ補助することとしている。

県内でも7つの医療機関が､病
院としての役割や､病床数の見
直しについて､再検証を要請さ
れているため､引き続き支援を
継続していく｡ ○



令和６年度　地域医療介護総合確保基金事業(医療分)に係る実施状況

Ⅰ-1　地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

新
規
改
善

事業名 事業概要 事業主体 事業の目標
基金

予算額
(千円)

基金
実績額
(千円)

達成状況 事業の有効性･効率性 今後の方向性

継
続

事
業
終
了

9 新 がん医療機能高度
化推進事業

県立宮崎病院における高度ながん医療の提供を可
能とするがんセンター設置の取組（設備整備等）
を支援する。
※令和６～７年度分として国に要望(R6:39,278千
円、R7:43,512千円）

県、県立
宮崎病院

地域がん診療連携拠点病院である県立宮崎病院の
がん医療機能を高度化し、急性期機能を集約する
ことで、県立病院間での役割分担を明確化し、急
性期病床数の削減を図る。また、高度ながん医療
の提供体制を強化することにより、患者の身体的
負担を軽減し、急性期病床からの早期の退院と回
復期や在宅への円滑な移行を促進し、がんによる
死亡率低下を図る。

82,790 38,938

・がんセンター設置の支
援　１か所

(1)事業の有効性
　地域がん診療連携病院である県立宮崎病院のがん医療機能高度化を支援し、急性期機能
を集約することで、県立病院間での役割分担の明確化及び急性期病床の削減が図られる。
(2)事業の効率性
　当該事業の実施により、宮崎東諸県医療圏における高度ながん医療提供体制の集約化が
図られることで、日南串間医療圏を含み病床機能の分化・連携を促進することができる。

令和６年度計画と同内容を継
続実施｡

○



令和６年度　地域医療介護総合確保基金事業(医療分)に係る実施状況

Ⅰ－2　地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の変更に関する事業

新
規
改
善

事業名 事業概要 事業主体 事業の目標
基金

予算額
(千円)

基金
実績額
(千円)

達成状況 事業の有効性･効率性 今後の方向性

継
続

事
業
終
了

1 病床機能再編支援
事業

・(単独支援給付金)医療機関が、地域の関係者間
の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編
の実施に伴い、減少する病床数に応じた給付金を
支給する。
・（統合支援給付金）複数の医療機関が、地域の
関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床
機能再編を実施し統合する場合、当該統合に参加
する医療機関に対し、減少する病床数に応じた給
付金を支給する。
・（債務整理支援給付金）複数の医療機関が、地
域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した
病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合に
よって廃止となる医療機関の未返済の債務を、統
合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返
済する際の、当該融資に係る利子の全部又は一部
に相当する額に係る給付金を支給する。

県 地域医療構想調整会議・医療審議会の合意を踏ま
え、病床減少を伴う病床機能再編や統合に取り組
む医療機関に対し財政支援することにより、地域
医療構想の実現に向けた取組が促進される。

239,400 0

・活用医療機関数　０施
設

(1)事業の有効性
　将来地域において必要となる医療機能を各医療機関が有するための整備費用等に活用で
きるものであり､今後､地域にふさわしい機能分化･連携を進める上で必須の事業となる｡
(2)事業の効率性
　事前調査によりﾆｰｽﾞを把握した上で､申請のあったもののうち､書面ﾋｱﾘﾝｸﾞ等により効果
が高いと判断したものに補助するため､効率的に執行できる。

地域医療構想策定後は､各地域
の地域医療構想調整会議にお
いて､各医療機関の役割分担等
の議論が行われることとなる
ため､それらとの整合性を図り
ながら事業を進めていく｡

○



令和６年度　地域医療介護総合確保基金事業(医療分)に係る実施状況

Ⅱ　居宅等における医療の提供に関する事業

新
規
改
善

事業名 事業概要 事業主体 事業の目標
基金

予算額
(千円)

基金
実績額
(千円)

達成状況 事業の有効性･効率性 今後の方向性

継
続

事
業
終
了

1 訪問看護推進事業 訪問看護に必要な基本的知識と技術を習得させる
ための研修会等を開催するとともに､訪問看護師
等の質の向上や連携強化のための研修会を開催
し､訪問看護師の人材確保や育成、訪問看護ス
テーション等の管理者養成を促進する｡
また､機能強化型訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝを活用した研修
等により､在宅での高度医療に対応できる実践力
のある訪問看護師･管理者を養成するとともに､広
域的な人材育成の充実･強化を図る｡

県看護協
会

医療と介護の連携を担う人材育成を実施
することで､質の高い訪問看護の提供､訪
問看護の機能拡大に対応できる人材を育
成するとともに､訪問看護未経験者も含
め研修等を行うことで､訪問看護に従事
する看護職員の確保に繋げる｡

14,000 14,000

・訪問看護推進協議会　年１回
・人材育成事業
 …訪問看護未経験者のための訪問看護研修
参加者数延べ67名
 …段階別訪問看護師養成研修　参加者数延
べ49名
 …新卒訪問看護師育成研修　参加者数3名
 …訪問看護師人材交流支援(同行訪問･事例
検討等)延べ6件
･訪問看護相談支援事業　相談件数延べ148件

(1)事業の有効性
　訪問看護に従事する前の段階から管理者期まで､段階に応じた研修の実施に
より､訪問看護人材の育成ができた｡また、医療機関に就業する看護師と訪問看
護師が交流を図り、それぞれの役割を相互理解することで、今後の看看連携を
推進する体制整備をすることができた。
(2)事業の効率性
　(公社)宮崎県看護協会への事業委託により､県内全域からの訪問看護に携わ
る看護師等の研修参加が促進し､効率的に事業ができた｡

訪問看護師養成のための段階別研
修体制に基づく研修を実施し､訪
問看護師の養成･確保に努める｡ま
た､在宅での高度医療に対応でき
る実践力のある訪問看護師や管理
者の養成を支援する｡

○

2 薬剤師による在宅
医療提供体制整備
事業

在宅医療が行える薬剤師を育成するため､ﾌｨｼﾞｶﾙｱ
ｾｽﾒﾝﾄや無菌調剤技術の研修を実施する｡
在宅医療を推進するための体制づくりとして、多
職種との連携強化のための講演会や地域ケア会議
に携わることのできる薬剤師の育成を行う。
また、地域の拠点となって在宅医療に必要な無菌
製剤処理が行える薬局を整備する。

県薬剤師
会

在宅医療を行える薬剤師の育成及び在宅
医療関係者との連携の充実により、薬
局・薬剤師による在宅医療提供体制を強
化することで､在宅患者訪問薬剤管理指
導料届出薬局数の増加を図る｡
また、地域の拠点となる薬局に共同利用
型の無菌調剤室を整備することにより、
薬剤師による在宅医療提供体制の整備を
進める。

4,000 3,877

･在宅医療に関する研修会受講薬剤師数　623
名
･地域ケア会議勉強会の開催3回

(1)事業の有効性
　薬局･薬剤師への在宅医療に必要な無菌調剤技術やフィジカルアセスメン
ト、褥瘡治療に関する研修の実施により､在宅医療に取組む薬局･薬剤師を育成
することができた｡あわせて、医療介護報酬の改定に即した訪問薬剤管理指導
マニュアルの改訂を行い、改訂後は研修会を通して携わる薬剤師の知識習得に
つなげることができた。
　在宅患者訪問薬剤管理指導に加えて麻薬や無菌製剤の調剤ができる薬局数も
目標値達成に向け確実に増加している。
　また、地域ケア会議に関する勉強会の実施により、在宅医療を推進するため
の体制づくりを行うことができた。
(2)事業の効率性
　県薬剤師会に委託したことで､研修会開催が広く周知され､的確な講師を選定
できたほか、薬剤師の研修参加が促進できた。

在宅医療に取組む薬局･薬剤師を
育成するとともに､医師をはじめ
とする在宅医療に関わる多職種と
の連携強化のための講演会を実施
する｡

○

3 改 訪問看護体制機能
強化事業

既存の訪問看護事業所において基盤強化を図るた
め、訪問看護職員の新規雇用等及び育成等に要す
る経費を支援する。また、訪問看護事業所を開設
する事業者に対して、立ち上げまでに必要な初期
費用等を支援する。

介護サー
ビス事業
者

県内全域で安定的かつ継続的に訪問看護
サービスが利用できる環境が整備され、
高齢者が安心して暮らせる環境が整う。

24,000 18,562

・既存の訪問看護ステーション等の補助数：
４か所
・条件不利地域等における訪問看護ステー
ション等の設置補助数：９か所

(1)事業の有効性
　既存の訪問看護事業所の経営基盤強化に対する支援を行い、県内全域で安定
的かつ継続的に訪問看護サービスを利用できる環境を整備するための支援を行
うことができた。また、訪問看護ｻｰﾋﾞｽの提供体制が不十分な地域に新たに訪
問看護事業所等を開設する事業者を支援することにより､訪問看護を利用でき
る体制整備を進めることができた｡
(2)事業の効率性
　地域別のﾆｰｽﾞや現在のｻｰﾋﾞｽ提供状況の把握をした上で補助対象地域を選定
したことにより､より地域の実情に応じた的確な訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ等の整備支援
が可能となった｡

事業を継続し､効果の拡大を図る｡
特に中山間地域での訪問看護事業
所の設備整備や人材の確保に重点
をおく｡

○

4 医療介護の多職種
連携推進事業(在
宅医療研修事業)

在宅医療を担う医師を対象とした研修を実施する
ほか､在宅療養を支える多職種連携のための研修
を実施する｡

県医師会 研修等を通じて医療と介護の一体となっ
たｻｰﾋﾞｽを提供できるようにすることで､
在宅での死亡割合を増加させる｡

17,000 17,000

・在宅療養を支える多職種連携のための研修
41回

(1)事業の有効性
　本事業の実施により､在宅医療･介護に携わる多くの職種が連携するための研
修体制を整備し、在宅医療に関心のある医師を支援することで､在宅医療への
参入しやすいよう働きかけることができた。
(2)事業の効率性
　県全域で郡市医師会ごとに研修を開催することで､実務者間の顔の見える関
係が構築されたと同時に他の職種との連携を推進することができた｡

県医師会､郡市医師会で医師を対
象とした研修を実施するほか､連
携強化のため､歯科医師､看護師､
介護職員､リハ専門職等を対象と
した研修を実施する｡また､在宅医
療実施施設と救急医療機関の連絡
協議会も引き続き､在宅医療従事
者のための研修として実施する｡

○

5 在宅歯科医療推進
事業

在宅歯科医療に必要な医療機器の整備、ネット
ワークの構築による医療と介護の連携、関係者の
人材確保等、在宅歯科医療の体制整備を図る。

各歯科医
療機関､
県歯科医
師会、県
歯科衛生
士会等

歯科医療機関の設備整備や在宅歯科医療
に従事できる人材の確保･育成､地域にお
ける医療と介護の連携体制が整備される
ことにより､在宅歯科医療の推進や体制
の充実につなげるとともに､在宅患者の
誤嚥性肺炎の予防等を図る｡

17,000 16,538

・機器整備を行う歯科医療機関14か所
（うち中山間地域を診療する歯科医療機関12
か所）
・研修会の開催　10回

(1)事業の有効性
　本事業の実施により､在宅歯科医療体制の充実が図られるとともに在宅歯科
医療の必要性に対する理解が深まり､在宅医療体制の充実を図ることができた｡
(2)事業の効率性
　医療介護従事者や在宅歯科医療ｻｰﾋﾞｽの提供側･受入側の両面に同時にｱﾌﾟﾛｰﾁ
することで､効率的に在宅歯科医療を推進することができた｡

事業を継続し､効果の拡大を図る｡
特に中山間地域での歯科医療機関
の設備整備や人材の確保に重点を
おく｡

○

6 改 医療的ｹｱ児等在宅
支援体制強化事業

重症心身障がい児(者)を介護する保護者の負担を
軽減するため、日中一時支援等を新たに実施する
医療機関や障害福祉サービス事業所の施設・設備
整備や短期入所受入れ等を支援し、より身近な地
域で在宅サービスが受けられる体制強化を目指
す。
また、重症心身障がい児(者)の受入を行う医療機
関における医師・看護師等の資質向上に係る研修
等を実施する。

各医療機
関､障害
福祉ｻｰﾋﾞ
ｽ事業所
等

医療的ケアが必要な重症心身障がい児
(者)の地域における在宅サービスの受入
体制が強化され、総合周産期母子医療セ
ンターなどの高次の医療機関から身近な
地域の医療機関や事業所へ、重症心身障
がい児(者)のスムーズな移行が図られ
る。 66,650 32,908

・支援施設数　10施設 (1)事業の有効性
　医療機関や障害福祉サービス事業所への支援や医療機関における人材育成を
進めるとともに、医療と福祉の連携により、医療的ケアが必要な重症心身障が
い児者の在宅移行及び支援体制の強化につなげることができた。
(2)事業の効率性
　事業所毎に必要な施設整備を支援することで､効率的に各事業所の提供ｻｰﾋﾞｽ
の質を向上させることができた｡

事業を継続し､効果の拡大を図る｡

○



令和６年度　地域医療介護総合確保基金事業(医療分)に係る実施状況

Ⅱ　居宅等における医療の提供に関する事業

新
規
改
善

事業名 事業概要 事業主体 事業の目標
基金

予算額
(千円)

基金
実績額
(千円)

達成状況 事業の有効性･効率性 今後の方向性

継
続

事
業
終
了

7 高次脳機能障がい
相談･支援拠点機
関事業

医師と多職種間の円滑な連携を図るため研修会を
開催することにより高次脳機能障がい支援に関わ
る者の対応スキルを向上させ、県内における支援
体制の強化を図る。

県医師会 当該事業の実施により療養退院支援や退
院後の社会復帰支援等の相談を含む支援
に携わる看護師や理学療法士、作業療法
士等のスキルアップが図られるととも
に、多職種間・同一職種間での連携づく
りに資することで支援協力医療機関の増
加を促進し、高次脳機能障がい者が退院
後、地域において在宅療養生活が円滑に
送れる体制づくりにつなげる。

500 500

・研修会　１回 (1)事業の有効性
　研修会を通じた医療従事者等のスキルアップとともに､医師と他職種間の円
滑な連携を図ることによって県内における支援体制の強化（県内支援協力医療
機関の増加）も図ることができた｡
(2)事業の効率性
　研修会を開催することで､医療従事者等が高次脳機能障がいの支援に関する
知識や技能を習得することができ､県全体における高次脳機能障がいの支援に
関わる者の対応スキルの向上や支援協力医療機関の登録意向にもつながったこ
とから､効果的な執行ができたと考える｡

県医師会の実施する研修等を通じ
て退院後地域において在宅療養生
活が円滑に送れる体制作りを図
る｡

○

8 アドバンス・ケ
ア・プランニング
普及啓発事業

内閣府調査によると国民の約６割が「最期を迎え
たい場所」について「自宅」を希望しており、今
後、看取りの場所として「在宅」も可能とする体
制の確保が求められている。人生の最終段階を本
人の希望どおりに過ごすためには医療・ケアに関
して本人の意思が尊重されることが重要であるこ
とから、アドバンス･ケア･プランニングに関する
人材の育成及び普及媒体の作成等を行い、普及啓
発を図る。

県 アドバンス・ケア・プランニングに関す
る研修会・実践報告会等を開催すること
や、普及媒体を作成することで、医療・
介護に携わる人材や媒体を活用し、看取
りに関する取り組みを行う市町村の増加
につなげる。 7,400 6,162

・推進委員会　３回
・実践報告会　１回
・普及啓発の実施（啓発用ドラマの作成及び
SNSやホームページでの公開）
・看取りに関する取組を実施する市町村数
１３市町村

(1)事業の有効性
　推進委員会や実践報告会を開催することで、県内の医療・介護従事者の意思
決定支援のスキルアップを図るとともに、県民への効果的な普及啓発方法につ
いて検討することできた。

(2)事業の効率性
　実践報告会で事例報告及び困難事例への対応策を検討することにより、専門
職の意思決定支援のスキルアップを図ることができた。

実践報告会や、県医師会等が実施
する研修等を通じて退院後地域に
おいて在宅療養生活が円滑に送れ
る体制作りを図る｡

○



令和６年度　地域医療介護総合確保基金事業(医療分)に係る実施状況

Ⅳ　医療従事者の確保に関する事業

新
規
改
善

事業名 事業概要 事業主体 事業の目標
基金

予算額
(千円)

基金
実績額
(千円)

達成状況 事業の有効性･効率性 今後の方向性

継
続

事
業
終
了

1 子ども救急医療電
話相談事業

かかりつけ医が診療を行っていない時間
帯（夜間）に電話相談窓口を設け、保護
者の不安軽減につなげるとともに、小児
救急医療機関への不要不急の受診を抑制
し小児科救急医の負担軽減を図る。

県 年間365日を通して夜間の電話相談を
受け付けることにより、不要不急の受
診を抑制し、小児科医の負担軽減を図
る。 11,852 9,530

・電話相談窓口の設置　１か所（２回
線）
・相談受付日数  365日
・相談件数　7,890件

(1)事業の有効性
　小児救急患者の保護者等からの電話相談対応を毎日実施することで､不要不急の受診抑制や､小児
科救急医の負担軽減が図られ､本来の小児救急患者への対応に専念できる体制づくりを進めることが
できた｡
(2)事業の効率性
　２回線で対応し､準夜帯､深夜帯における電話相談体制を確保した｡

令和７年10月から、相
談窓口開設時間を拡充
予定。

○

2 小児医療推進事業
(小児救急医療拠
点病院運営事業)

医師不足等により体制維持が困難な小児
救急医療拠点病院の運営を支援する｡

都城市郡
医師会病
院

年間を通して小児救急医療拠点病院で
の診療が受けられる体制を整備し､小
児重症救急患者の医療の確保を図る｡

12,403 12,403

小児救急医療拠点病院の診療日数　365日 (1)事業の有効性
　休日及び夜間に入院治療を必要とする小児の重症救急患者の医療を確保する拠点病院に対して運
営費を補助することにより､拠点病院としての機能が維持されている。
(2)事業の効率性
　県内４つの子ども医療圏において､唯一県立病院のない県西部の小児救急医療拠点病院を支援する
ことにより､県内小児救急医療体制の確保が図られている｡

令和６年度計画と同内
容を継続実施

○

3 医療従事者確保の
ための救急医療利
用適正化推進事業

県民に救急医療機関の適正受診を促すた
め、普及啓発を行う。
・保護者等に向けて医療機関の適正受診
等促す講座などの啓発を実施（県医師会
に委託）
・県民に対する普及啓発の取組みを実施
する市町村への支援（市町村への補助）

県医師
会､地域
団体等

各地域の小児科医が保護者等に説明す
る場を設け、また、適正受診・かかり
つけ医を持つことの意義等について普
及啓発を実施又は支援する市町村を支
援することにより、休日夜間急患セン
ターの小児患者が減り、救急医の負担
軽減、地域の医療提供体制の維持につ
ながる。

7,351 6,287

・小児の健康管理に関する小児科医の講
演を録画し、保護者や保育園等関係者に
対して配信　1,671回再生

・YouTubeに子ども救急医療電話相談
(#8000)に関する動画広告を掲載　延
1,460,406回表示

・救急医療利用（かかりつけ医等）の普
及啓発を実施する市町村数  ７市町村

(1)事業の有効性
　地域住民に対し､救急医療の正確な知識を提供し､適正受診を促すことにより､救急医の負担軽減が
図られた｡
(2)事業の効率性
　各地域の小児科医が保護者等に説明する場を設けることで､コンビニ受診抑制や､小児科医への病
状相談などにより地域の小児科医と地域の保護者の関係が促進されるなど､効果的な事業が展開され
ている｡

引き続き県民に救急医
療の適正受診を促し､救
急医の負担軽減、地域
の医療提供体制の維持
につなげる。

○

4 災害拠点病院等人
材強化事業

各医療圏において､保健所と災害拠点病院
等が中心となって､災害医療に関する訓
練･研修を実施する｡

災害拠点
病院､
DMAT指定
医療機関

各医療圏において､関係機関が連携し
て災害医療訓練･研修を企画･実施する
ことで､関係者同士の連携及び知識･技
能が向上し､災害時における体制構築
の迅速化につなげる｡ 6,500 5,538

災害医療訓練･研修　28回実施 (1)事業の有効性
　災害医療に係る訓練・研修参加や資機材の購入を支援することで、災害拠点病院の人材強化を進
めることができた。
(2)事業の効率性
　災害拠点病院が企画する訓練、研修の実施により、人材強化と併せて、各二次医療圏における災
害医療関係者の、顔の見える関係構築も効率的に行うことができた。

令和６年度計画と同内
容を継続実施

○

5 宮崎大学｢地域医
療･総合診療医学
講座｣運営支援事
業

宮崎大学医学部「地域医療・総合診療医
学講座」の運営を支援する。
（講座の具体的内容）
・地域医療マインドの醸成
大学でのカリキュラムに加え、様々な機
会で医学生に対する地域医療教育の充実
を図る。
・地域医療の教育拠点である地域総合医
育成サテライトセンターの運営を通し
て、総合的な診療能力を有する専門医の
育成を図る。
・多職種連携を円滑に進めるため、コー
ディネーターを養成する。

宮崎大学 医学生の段階から地域医療に係る実習
機会を多く設け、地域医療を支える総
合診療医の意義や重要性に対する認識
を深めるとともに、総合診療医を核と
した、医療・介護、福祉等の多職種連
携の強化に取り組み、本県の地域医療
を担う高度な人材の育成、確保につな
げる。 40,000 30,000

・「地域医療・総合診療医学講座」の支
援　1か所
・卒前教育（地域医療実習）を行う学生
数
　延べ232人
・卒前教育（座学）を行う学生数
　延べ1,032人
・専攻医採用数（総合診療プログラム）
　1人

(1)事業の有効性
　地域医療実習を通して本県の医療の実情を把握するとともに地域医療の意識醸成を図ることで､将
来本県の地域医療を支える気概を持つ医学生を養成することができた｡
　また､講座の医局員が各地の医療機関に出向在籍することで､地域医療実習における現場での教育
活動を行いながら､実際に地域医療体制の確保を図ることができた｡
　(2)事業の効率性
　地域医療実習については､地域内の医療機関にも協力してもらい､各人が十二分に学習できる環境
を整備することで､効率的な学習を行うことができた｡
　その他､地域医療に係るオンラインでの講演会や勉強会に､ベテラン医師から医学生､あるいは他職
種まで広範囲で受講しており､効率的に研修を実施できた｡

引き続き事業を実施し､
総合診療医のＰＲや専
攻医の県外・海外研修
の充実等を実施し、効
果の拡大を図る。

○

6 専門医育成事業 ・産科、小児科及び総合診療の専門研修
を行う専攻医に研修資金を貸与する。
・大学及び県内小児医療機関が共同し
て、小児科医を対象とした症例研究会を
実施する。

県､県医
師会

産科医・小児科医及び総合診療医を目
指す専攻医に対する研修環境の充実が
図られ、県内における産科・小児科及
び総合診療医の確保につなげる。

19,048 10,648

・産科・小児科及び総合診療専攻医への
研修資金の貸与　８人
・小児科専門医症例研究会　５回

(1)事業の有効性
　今後の県内定着が期待される専攻医に対する研修資金の貸与を通して医師の確保に取り組んだ。
また様々な症例研究の発表・報告を実施したことで、小児科専攻医の更なる資質向上が図られた。
(2)事業の効率性
　対象診療科の現場を直接支える医師に対し､研修資金の貸与等充実させることで、効率的に対象診
療科の医師確保・育成ができた。また、大学及び小児医療機関が共同で症例研究の発表・報告等を
実施したことで、県内の小児科専門研修医の情報共有が図られ、効率的に資質を向上することがで
きた。

引き続き事業を実施
し、研修資金について
は、貸与希望者の確保
のため、積極的なＰＲ
を行う。

○

7 女性医師等就労支
援事業

ワークライフ･バランスに対する意識の啓
発から､情報提供･相談､就労継続支援､復
職･キャリアアップ支援をワンストップで
対応できる体制を構築し､女性医師等が働
き続けられる環境を整備する｡

県、県医
師会

県内の医療機関に勤務する女性医師等
の勤務環境改善、仕事と家庭の両立が
図られ、勤務継続や復職する女性医師
等の増加につなげる。

16,269 6,962

・日当直や時間外勤務免除等の支援数
３人
・子どもの一時預かりや送迎等の支援数
62人

(1)事業の有効性
　女性医師等への短時間勤務制度､日当直の免除等を行う２医療機関に対し､短時間勤務制度及び日
当直免除を実施した場合の代替医師の人件費等を支援した｡また､子育て中の女性医師等に対して保
育支援を実施したことで､医師として働き続けていける環境づくりが図られた｡
(2)事業の効率性
　年間を通じた女性医師ｷｬﾘｱ支援相談窓口の運営等により､女性医師だけでなく男性医師を含めた医
師全体のﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽに対する意識を高めることができた。

引き続き事業を実施

○
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継
続

事
業
終
了

8 産科医等確保支援
事業

・医師及び助産師に対し分娩手当を支給
している分娩施設に対し､手当支給額の一
部を補助する｡
・中高生や医学生等を対象に産科医の魅
力を発信する取組を支援する。

産科医療
機関、宮
崎大学

産科医等の処遇改善や産科医選択の意
欲醸成を図り､全国的に減少傾向にあ
る産科医等の確保につなげる｡

16,966 14,528

･手当支給者数　214人
･手当支給施設数　18施設
･産科医の魅力を発信する取組の支援　１

(1)事業の有効性
　県内分娩施設に対する分娩手当の補助による処遇改善と産科医の魅力を発信する取組の支援によ
る産科医選択の意欲醸成により､産科医等の確保を促進した｡
(2)事業の効率性
　分娩手当を支給する医療機関を直接支援することで、効率的に産科医等の処遇改善が図れるとと
もに、宮崎大学が実施する産科医の魅力を発信する取組を支援することで、効率的に産科医選択の
意欲醸成を図ることができた。

引き続き事業を実施

○

9 改 宮崎県地域医療支
援機構運営事業

宮崎県と宮崎大学、宮崎県医師会、市町
村等が密接に連携し、医師の育成・確保
対策のために以下の事業を実施する。
・機構医師等配置事業（機構医師等によ
る医学生向けキャリア支援、地域枠等情
報管理システムの保守・管理　等）
・医師養成・確保支援事業（研修会、説
明会開催等）
・情報発信事業（ウェブサイト運営、広
報誌作成、新聞広告）
・医師スキルアップ支援事業（専門医等
の資格取得、更新への支援等）

県､県医
師会､宮
崎大学等

キャリア形成プログラムの充実と適用
者の確保、県外からの医師招へい及び
専門医等に対する資格取得等のスキル
アップ支援などを通じて、医師不足及
び地域偏在等の重要課題解消を目指
す。

107,688 104,225

・臨床研修病院説明会出展回数　４回
・キャリア形成プログラムコースの作成
数
　基本領域　30
　サブスペシャルティ領域　17
・キャリア形成プログラムに係るセミ
ナー等の開催　６回
・医師あっせん数　４名
・専門医等の資格取得等に対する支援数
175人
・広報誌作成　年１回

(1)事業の有効性
  県と宮崎大学、県医師会、市町村等が連携して若手医医師の育成・確保、県外からの医師招へい
に取り組むとともに、「宮崎県キャリア形成プログラム」の充実、周知活動を通じて、県全体の医
師確保を推進することができた。また宮崎大学等と連携し、「宮崎県キャリア形成卒前支援プラ
ン」を策定した。
(2)事業の効率性
  宮崎大学、県医師会、市町村等の関係機関と常に顔の見える関係を構築し、情報共有を図りなが
ら育成・確保から招へいまで一体的に取り組むことで、効率的に事業を実施することができた。

令和６年度計画と同内
容を継続実施するとと
もに、キャリア形成プ
ログラム適用医師の配
置調整を行う。

○

10 若手医師キャリア
サポート事業(医
学生サポート事
業)

・地域医療への従事に対する意識を高
め、将来宮崎県に定着するよう啓発する
セミナーを開催する。
・さらなる医療技術のレベルアップを図
るための県内外実習を支援し、医学教育
の充実を図る。
・県内医療機関での実習等を通じて、地
域における生活・医療への理解と興味の
醸成を図り、将来宮崎県の地域医療を支
える医師を育成する。

宮崎大
学、各医
療機関

地域枠等医学生に啓発や実習支援を行
うことで、将来的に宮崎県に定着する
医師の増加につなげる。

6,500 4,455

・セミナー開催　２回
・県外実習参加者　９名

(1)事業の有効性
　地域枠等医学生向けの地域医療オリエンテーションを開催することで、地域医療に対する理解が
深まるとともに、キャリア形成プログラムの適用を受ける地域枠等医学生の県外実習を支援するこ
とで、将来的に宮崎県内で活躍する医師の確保・養成を図ることができた。
(2)事業の効率性
　地域医枠等医学生が最も在籍している宮崎大学へ補助することで効率的に事業を実施することが
出来た。また、宮崎大学と東京慈恵会医科大学が実施する交換臨床実習を支援することで、効率的
に医療技術のレベルアップを図ることができた。

引き続き事業を実施

○

11 医療勤務環境改善
支援ｾﾝﾀｰ事業

医療従事者の勤務環境の改善を促進する
ための拠点として､医療勤務環境改善支援
ｾﾝﾀｰを設置し､医療機関の勤務環境改善を
促進するための支援を行う｡

県、県医
師会､県
看護協会

勤務環境改善に取り組む医療機関の増
加が図られ、医療従事者の県内定着確
保につなげる。
また、医師の時間外労働上限規制開始
後の継続的な支援のため、各アドバイ
ザーを医療機関に派遣することによ
り、時間外労働の縮減や立入検査後の
対応等を実施する。

9,913 5,775

・勤務環境改善支援センター相談件数
　県医師会分　　45件
　県看護協会分　45件
・労務管理アドバイザー派遣件数 40件
・医業経営アドバイザー派遣件数 ５件
・看護職員勤務環境改善研修会参加者数
61名

(1)事業の有効性
　令和６年度から開始された医師の時間外労働上限規制に対応するため、電話等による相談対応や
各アドバイザーの医療機関への個別訪問のほか、県医師会ホームページや医療機関向け研修会等で
の制度説明、支援制度の周知により､県内医療機関の勤務環境改善の意識を高めることができた。
(2)事業の効率性
　宮崎労働局や県医師会等の関係者と情報共有を図りながら、効率的に事業を実施することができ
た。

各アドバイザーによる
医療機関への働きかけ
等の体制を強化し、継
続実施

○

12 医師修学資金貸与
事業

将来地域医療の現場を支える医師として
県内への定着が期待できる医学生に対し､
修学資金を貸与する｡

県 貸与者へのキャリア形成プログラムの
適用､キャリア形成卒前支援プランの
適用、医師少数区域での従事義務の履
行を通じ､地域医療を支える医師の確
保を図る。 236,332 235,544

・医師修学資金新規貸与者数　42人 (1)事業の有効性
  医師修学資金貸与者は､卒業後に県が指定する医療機関に一定期間勤務する義務が生じるが､義務
履行を果たせば修学資金を返還免除とする一方で､義務を履行できない場合は､利息をつけて一括で
返還させることから､医師確保の面から有効であったと考える｡
(2)事業の効率性
　一定期間の義務履行を果たせば返還免除とすることで､医師不足等の解消に向け､効率的に県内の
地域医療提供体制の充実を図ることができたと考える｡

引き続き事業を実施

○

13 看護師等養成所運
営支援事業

看護師等養成所の運営に必要な経費につ
いての補助を行い、看護師等養成所の強
化及び看護師等教育の充実を図る。

各郡市医
師会､各
法人

看護師等養成所の運営に必要な経費を
補助し看護師等教育を充実させること
で、看護職員の安定的な養成と確保を
図る。

247,710 240,452

・対象施設数　15校 (1)事業の有効性
　看護師等養成所の運営・維持を円滑に行えることにより､看護師等養成所の強化及び教育内容の充
実を図ることができ､質の高い看護師等の養成・確保に繫がったと考える｡
(2)事業の効率性
　県内就職率に応じた調整率を定めており､県内就職率の高い養成所への補助を多く行うことによ
り､効率的な執行ができたと考える｡

令和６年度計画と同内
容を継続実施

○
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Ⅳ　医療従事者の確保に関する事業

新
規
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善

事業名 事業概要 事業主体 事業の目標
基金

予算額
(千円)

基金
実績額
(千円)

達成状況 事業の有効性･効率性 今後の方向性
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続

事
業
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了

14 改 宮崎県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ事
業

保健師、助産師、看護師及び准看護師で
未就業の者に対し、医療機関等と連携し
た就業促進に必要な支援等を行う。

県看護協
会

未就業看護職員の再就業促進等を医療
機関等と連携して行うことで、看護職
員の質の向上や安定的な確保につなげ
る。
また、看護職希望者や家族に対し、知
識と技術を持つプロフェッショナルと
しての看護の本質及び魅力を伝え「看
護」について考える機会を提供するこ
とで、イメージアップ及び人材の確
保・定着につなげる。

18,722 18,150

・ナースバンクを活用した年間就業者数
294名
・ナースバンク求職・求人相談件数
4,233件
・復職支援研修会参加者数　128名
・看護体験者数　461名

(1)事業の有効性
　県内７地区のﾊﾛｰﾜｰｸでの出前就業相談(求人･求職の支援)等の実施により､ﾅｰｽﾊﾞﾝｸ事業とﾊﾛｰﾜｰｸと
の連携体制を強化し､保健師､助産師､看護師等の未就業の就業促進を図った｡また､看護に興味のある
中学生や高校生等への看護進路相談会やふれあい看護体験等の実施により､看護業務等を広く普及啓
発したとともに､潜在看護職員に対して､復職支援研修を実施し､再就職の支援を促進したほか、県内
養成所の学生や潜在看護師等を対象とした県内医療機関の就職フェアを開催し、看護職員の県内定
着を図った｡
(2)事業の効率性
　(公社)宮崎県看護協会等への事業委託により､求人･求職のﾐｽﾏｯﾁに対する細やかな支援や､県内全
域への看護業務の普及啓発ができた｡

引き続き事業を実施し､
効果の拡大を図る。

○

15 改 特定行為に係る看
護師の研修制度推
進事業

特定行為研修制度への理解を深めるため
の研修会や推進に関する検討会を開催す
る。また、特定行為研修指定研修機関や
特定行為研修協力機関としての準備およ
び運営を行う医療機関等に対して経費の
一部を補助する。

県、各医
療機関

特定行為研修制度の周知を行うことに
より特定行為の必要性の理解が進み、
修了者の活躍につながる。また、県内
での研修受講環境を整えることによ
り、特定行為研修修了者の増加を図
る。

28,192 6,736

・研修会開催　１回
・意見交換会開催　１回
・特定行為研修指定研修予定機関への支
援　1施設
・特定行為研修指定研修機関への初年度
運営支援　１施設
・特定行為研修派遣施設への支援　９施
設

(1)事業の有効性
　特定行為研修制度の周知を図るとともに制度推進について、課題や方向性を共有、検討でき、指
定研修機関設置を促進することができた。

(2)事業の効率性
　職種を問わず研修会を開催し、広く周知を図ることができ、キーとなる医療機関を含めた検討会
の開催、支援により、効率的に研修終了者の増加を図るための事業展開ができた。

引き続き事業を実施
し、特定行為研修指定
研修機関及び研修修了
者の拡大を図る。

○

16 実習指導者講習会
事業

看護教育における実習の意義及び実習指
導者としての役割を理解し、効果的な実
習指導を行うために必要な知識、技術を
習得させる講習会を行う。

県看護協
会

看護教育における実習の意義及び役割
を理解し、効果的な実習ができるよう
必要な知識・技術を修得させ、指導者
としての質の向上を図ることで、県内
医療機関における看護教育の充実と県
内就業先の魅力向上につなげる。

3,273 3,273

・実習指導者講習会　講義及び演習　計
184.5時間　修了者42名
・実習指導者講習会(特定分野)　講義及
び演習　計48時間　修了者9名

(1)事業の有効性
　看護師等養成所の実習施設の実習指導者等を対象に､効果的な実習指導ができるよう必要な知識・
技術を修得させる講習会を実施することにより､実習指導者の資質を向上させ､看護教育の充実を図
ることができた。
(2)事業の効率性
　県全域にある実習施設の実習指導者が対象であり､県看護協会に事業を委託することにより安定し
て講習会を運営でき､県全体の看護の質の向上にも繫がり効果的な執行ができた｡

令和４年度計画と同内
容を継続実施

○

17 改 新人看護職員卒後
研修事業

・新人看護職員研修推進事業
主として免許取得後に初めて就労する保
健師、助産師、看護師及び准看護師の臨
床研修体制の支援、研修責任者の育成及
び地域における連携体制の構築を図るた
めの研修会等を開催する。
・新人看護職員研修事業
主として免許取得後に初めて就労する保
健師、助産師、看護師及び准看護師の看
護の質の向上及び早期離職防止を図るた
め、各医療機関において基本的な臨床実
践能力を獲得するための研修を実施す

県看護協
会､対象
医療機関

新人看護職員の臨床実践能力の向上を
図ることで、離職を防止し、看護職員
の確保につなげる。

21,900 15,517

・新人看護職員合同研修の開催　8回(850
名)
・研修責任者等研修の開催　6回(345名)
・新人看護職員研修推進協議会の開催
１回
・事業実施医療機関　24施設

(1)事業の有効性
　国の｢新人看護職員研修ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣に基づく研修体制を整備して実施する病院に研修経費を支援し､
新人看護職員の研修体制を整備できたことにより､県内看護職員の確保､定着につながった｡
(2)事業の効率性
　看護職員の研修企画に関する豊富な知識等がある県看護協会に事業を委託することにより効率的
な研修が実施できた。
　また、各医療機関で実施している研修に合わせて、合同研修を活用することにより、各医療機関
での研修内容の補完及び新人看護職員同士の交流が図られ、事業は効率的に実施された。

引き続き事業を実施し､
効果の拡大を図る。

○

18 病院内保育所運営
支援事業

県内に所在する病院及び診療所に従事す
る職員の離職防止及び再就業を促進し医
療従事者の確保を図るため、病院内保育
施設を運営する事業者を支援する。

各医療機
関

病院内保育施設を設置している病院に
運営費を補助して看護職員の働きやす
さ確保のための環境整備を行い、離職
防止及び未就業看護職員の再就業を促
進する。

5,536 4,344

・対象施設　2か所
・対象施設における利用者数(児童数)
27人

(1)事業の有効性
　病院内保育施設を運営する事業者への運営費を支援することで､女性医師や看護職員等の離職防止
及び再就業を促進し､医療従事者の確保・定着を図ることができた｡
(2)事業の効率性
　女性医師や看護職員等が働き続けることのできる勤務環境を整備することにより､効率的に離職防
止及び再就業促進に寄与した。
また、休日保育等の補助額加算項目を設定することで医療従事者の勤務事情に対応した保育体制が
整備され、効率的に事業を実施できた。

引き続き事業を実施し､
効果の拡大を図る。

○

19 障がい児者歯科保
健医療推進事業

県内唯一の障がい児者専門の歯科診療所
である宮崎歯科福祉センター（以下｢セン
ター｣と言う｡)に勤務する歯科医師等の育
成・定着を図るため､研修会参加や学会参
加等の経費を支援し、資質の向上に努め
る。
また、障がい児者等が住み慣れた地域で
安心して歯科治療を受けることができる
よう、地域の協力歯科医等を対象とした
研修会等を行う。

宮崎市郡
歯科医師
会、宮崎
県歯科医
師会、宮
崎県歯科
衛生士会

センターにおいて障がい児者専門医及
び歯科麻酔医を確保、定着させ、全身
麻酔法等による歯科治療を行える体制
を維持する。
また、センターが中心となって研修会
等を開催し、センターと地域の協力歯
科医師等の連携を図ることで、障がい
児者が地域において安心して歯科治療
を受けられる体制を整備する。

2,850 2,850

・対象施設　１か所
・研修会　10回

(1)事業の有効性
　障がい児者の歯科診療は､専門的な知識や技術を必要とし､診療のﾘｽｸも高いことから､専門医の確
保が困難な状況であり､本事業により障がい児者歯科診療を担う専門医を育成することができた｡
(2)事業の効率性
　障がい児者専門の歯科診療所である宮崎歯科福祉センターは､診療実績も多く､全国でも有数のセ
ンターである。このセンターが中心となって研修会を開催することで､センタースタッフの確保や地
域の協力歯科医等を効率よく育成することができた｡

センターに勤務する歯
科医師等の育成・定着
を図るため、資質向上
に務めるとともに地域
の歯科医師等を対象と
した研修会を行う。 ○

20 安心してお産ので
きる体制整備事業

県医師会（県産婦人科医会）における研
修等の開催を支援することで、県内の産
科医療に係る研修環境を充実させ、産科
医療従事者のスキルアップを図り、安心
してお産のできる体制を整備する。

県医師会 県内の産科医療従事者の資質を向上さ
せることで、周産期救急医療に効果的
に対応することができ、県内全域にお
いて、高水準の医療を提供することが
できる。 6,500 4,267

・病医院従事者研修会(現地・Webのハイ
ブリッド会議)　現地・Web 175名（2日間
延べ数）
・新生児蘇生法講習会 63名

(1)事業の有効性
　産科医療従事者に対し､より高度な知識･技術を習得させることができ､周産期医療体制の維持･強
化が図られた｡
(2)事業の効率性
　Webと現地でのハイブリッド会議での実施等、感染対策に配慮したうえで、効率的に事業を実施す
ることができた｡

引き続き事業を実施し､
効果の拡大を図る。

○
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21 アレルギー専門医
等育成による小児
医療支援事業

本県に専門医が少ないアレルギー分野の
基礎的な研修会・講習会等へ医師が参加
するための費用を助成する｡

県、宮崎
大学

アレルギー分野の基礎的な研修会・講
習会へ参加することにより､アレル
ギー専門医を目指すきっかけづくりを
行い､専門医の養成につなげる｡
また､アレルギー専門医やアレルギー
分野の研修等を受けた医師が増え､ア
レルギー疾患を抱える小児に対応でき
る医師が増えることにより､小児医療
の充実及び小児科医師の負担軽減につ
なげる｡

3,000 1,891

アレルギー分野の各種研修受講支援者数
のべ32人

(1)事業の有効性
　アレルギー専門医の少ない本県において拠点病院の医師がアレルギー疾患の広範な知識や手技を
学ぶ研修会･講習会に参加することにより、専門医を目指すきっかけとなり、専門医の養成につなげ
ることができた。
(2)事業の効率性
　拠点病院として中心拠点病院である国立病院機構相模原病院との連携体制を構築したことで、よ
り効率的な事業実施が期待される。

引き続き事業を実施し､
効果の拡大を図る。

○

22 効率的な医療提供
方法検討事業

市町村等が行う効率的な医療提供方法の
検討等に要する経費を支援する｡

市町村 検討経費を支援することで､中山間地
域の効率的な体制構築を推進する。

3,330 0

・効率的な医療提供方法の検討　０ (1)事業の有効性
　関係機関や地域住民等による検討会や先進地視察、医療従事者の勤務環境改善に向けた取組等を
支援することで、中山間地域の効率的な医療体制の構築が図ることができる。
(2)事業の効率性
　各市町村が抱える課題の解消や、効率的な医療提供方法の検討等に係る取組に対してピンポイン
トで支援をすることで、各地域の実情に応じ効率的に事業を実施することができる。

引き続き､事業を実施
し､中山間地域における
効率的な体制構築の推
進に努める｡

○

23 ICTの活用等によ
る医療体制整備支
援事業

市町村等におけるICT等を用いた効率的な
体制､勤務環境､女性医療従事者に配慮し
た病棟や住宅改修を支援する｡

市町村 ICTを活用した効率的な医療提供や勤
務環境づくりを促進し､中山間地域に
おける医療体制を整備する｡また、施
設整備によって勤務環境や住環境の改
善を行い、勤務医の確保、定着を図
る。 19,270 0

・ＩＣＴ等を活用した勤務環境改善等
０

(1)事業の有効性
　オンライン診療に必要となるICT機器（タブレット）等の導入を支援することで、医療従事者の負
担軽減や業務の効率化が図ることができる。
(2)事業の効率性
　各市町村が抱える課題の解消や、効率的な医療提供方法の検討等に係る取組に対してピンポイン
トで支援をすることで、各地域の実情に応じ効率的に事業を実施することができる。

引き続き､事業を実施
し､中山間地域における
医師の確保に努める｡

○

24 救急医療人材確保
推進事業

救急医の確保､養成を行う宮崎大学医局の
取組み･運営を支援する｡

宮崎大学 ①宮崎大学医局(病態解析医学講座救
急･災害医学分野)の安定的な入局者
(専攻医)の確保
②救急科専門医及び指導医の育成
③宮崎大学医局から県内救急拠点医療
機関への医師派遣促進(専門研修連携
施設の増加等)
④中山間地域の救急医療体制の確保
(拠点医療機関の強化及び中山間地域
への医療提供)

11,100 11,100

・救急医養成講座の支援　１ (1)事業の有効性
　県内の救急医療体制を充実させるには救急医療人材を確保し、育成することが重要であり、その
ことに繋がるための取組みに対し支援を行った。
・医局の魅力を発信するプロモーション動画の配信、HPの拡充、WEB広告
・医局員の知見・能力を向上するための学会・研修等への参加
・医局員等が能力を発揮することを支援する職員の雇用
(2)事業の効率性
　上記を経て確保、育成された救急医が県内各拠点病院へ派遣されることにより、それぞれの救急
医療体制が充実するとともに、ひいてはその周辺（中山間地域等）の医療機関への支援にも繋が
る。

救急医の育成には長い
年月を要することから､
このような支援を引き
続き行っていく｡

○

25 中山間地域医療人
材交流研修事業

中山間地域の医療人材の確保・育成のた
め、中山間地域と都市部の医療機関の看
護師の相互人材交流事業の実施に係る経
費を支援する。

県､市町
村

中山間地域の医療機関の研修機会を充
実させることで、看護職員の意欲や資
質の向上が図られ、意欲ある看護職員
の確保・定着につながる。

3,343 285

・相互人材交流による研修実施者　３人 (1)事業の有効性
   中山間地域医療機関から２名と県立延岡病院から１名の看護師が相互人材交流による研修に参加
した。環境の異なる施設での研修を行うことにより、看護能力の向上だけでなく、看護観の変化や
看護職の役割の再認識が得られ、看護職員の意欲や資質の向上が図られた。
(2)事業の効率性
　相互研修とすることで、中山間地域医療機関における研修機会の確保だけではなく、都市部の医
療機関にとっても、地域医療機関との連携や看護の繋がりを学ぶ機会を設けることができた。

令和６年度とは異なる
施設で研修を実施し、
当取組の課題や有効性
を明らかにしていく。

○

26 歯科医療従事者養
成学校設備整備事
業

県内２か所ある歯科医療従事者養成学校
の設備を整備し、教育環境の充実を図
る。

歯科医療
従事者養
成学校

歯科医療従事者養成学校の環境整備を
行い、より一層、質の高い人材確保・
育成を通し、県民の歯科疾患の予防や
口腔機能の維持・向上を図る。

10,500 6,916

設備整備　２校 (1)事業の有効性
　歯科医療従事者養成学校の設備整備を支援することで、歯科衛生士、歯科技工士の教育内容の充
実、質の高い医療を提供できる人材育成を行うための体制を確保することができた。

(2)事業の効率性
　歯科医療従事者養成学校に直接支援することで歯科医療従事者を効率的に養成する体制を整備す
ることができた。

－

○

27 改 看護人材獲得支援
事業

・看護マネジメント等の経験を持つ支援
員が、医療機関等へ人材マネジメントの
助言等を行い、看護人材確保等に関する
相談体制を強化する。
・外部講師の招聘や先進地視察等により
院内の教育研修体制を整備する医療機関
に対し、その経費を補助する。
・認定看護師、専門看護師、特定行為研
修の教育課程に職員を派遣する医療機関
等に対し、その経費を補助する。

県、医療
機関等

医療機関における求人・求職のマッチ
ングが促進されるとともに、院内の教
育研修体制や働きやすい職場環境が整
備されることで、看護人材の確保と定
着が図られる。 14,487 12,370

・医療機関等への訪問件数：45回
・院内教育体制整備医療機関：1施設
・認定看護師等研修派遣医療機関：5施設

(1)事業の有効性
　看護マネジメント経験をもつ支援員を看護協会内に設置し、看護管理者等の看護人材確保に関す
る悩みや課題等を聞き取り、助言を行うと共に好事例を取り上げ研修会を行い、公事例集を作成す
ることで看護管理者への支援を行うことができた。

(2)事業の効率性
　支援員が訪問することで、人材確保に悩みを抱える医療機関に対し、ピンポイントに支援を行う
ことができた。

支援員が収集した人材
確保に関する好事例な
どを共有するため、看
護管理者等を集めた研
修会の開催についても
計画し、より事業の効
果を波及させる。

○

28 新 病院薬剤師確保対
策事業

県内の病院に新たに勤務する薬剤師に対
し、プログラムの受講及び一定期間勤務
することを条件として奨学金返済を支援
する。

県 奨学金の返済を支援することにより、
県内の病院に勤務する薬剤師の数を増
やし、薬剤師偏在解消に繋げる。

7,800 568

・返還支援認定者数　1人 (1)事業の有効性
　県内での就職を希望する薬剤師に対して奨学金の返還を支援することにより、病院への就職を促
進し、病院薬剤師の安定的な人材確保を行う体制が確保できた。
(2)事業の効率性
　県が指定する育成プログラムを実施できる医療機関を勤務対象施設と定め、支援要件に育成プロ
グラムを満了することを定めたことで、支援対象薬剤師及び当該病院薬剤師の質の確保についても
効率的に行うことができる。

引き続き事業を実施
し、支援認定者の増加
を図る。

○



令和６年度　地域医療介護総合確保基金事業(医療分)に係る実施状況

Ⅳ　医療従事者の確保に関する事業

新
規
改
善

事業名 事業概要 事業主体 事業の目標
基金

予算額
(千円)

基金
実績額
(千円)

達成状況 事業の有効性･効率性 今後の方向性

継
続

事
業
終
了

29 新 心不全ケア人材育
成事業

本県に不足している心不全療養指導士・
心臓リハビリテーション指導士の資格取
得を支援する。

県 心不全療養指導士・心臓リハビリテー
ション指導士の養成により心不全ケア
に関する支援体制を強化し、県民の心
不全による再発・再入院・重症化予
防、生活の質（QOL）の改善を図る。 500 72

心不全療養指導士受験支援者数　1名
心臓リハビリテーション指導士受験支援
者数　2名

(1)事業の有効性
　本県に不足している心不全療養指導士・心臓リハビリテーション指導士の資格取得を支援するこ
とにより、同資格を取得するきっかけとなり、心不全ケアに関する知識を有する人材の育成につな
げることができた。
(2)事業の効率性
　資格取得を支援している医療機関に補助を行うことで、県内の医療機関における心不全ケアに関
する支援体制の強化につなげることができた。

引き続き事業を実施し､
更なる効果の拡大を図
る。

○

30 新 食事療養提供体制
確保事業

食材料費の高騰による負担を軽減しチー
ム医療を推進するため、病院及び有床診
療所への支援金を給付する。

県 食事療養提供体制の確保を行う病院及
び有床診療所を支援することにより、
県内（病院及び有床診療所勤務）の栄
養士数の低下を防ぐ。

65,578 61,661

・病院・有床診療所への支給数　217医療
機関

(1)事業の有効性
　食材料費の高騰で影響を受けている病院・有床診療所を支援することで、負担の軽減を図ること
ができた。

(2)事業の効率性
　多くの医療機関に支援金を支給するため、支援金のチラシを直接郵送したとともに、県医師会を
通じて周知を行った。

― ○



令和６年度　地域医療介護総合確保基金事業(医療分)に係る実施状況

Ⅵ　勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

新
規
改
善

事業名 事業概要 事業主体 事業の目標
基金

予算額
(千円)

基金
実績額
(千円)

達成状況 事業の有効性･効率性 今後の方向性

継
続

事
業
終
了

1 改 地域医療勤務環境
改善体制整備事業

地域医療に特別な役割があり、かつ勤務医
の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画
を定める医療機関に対し、労働時間短縮に
向けた体制整備に要する費用等を補助す
る。

各医療機
関

勤務医の労働時間短縮に向けた体制整
備に要する費用等を補助することで、
勤務医の労働時間を短縮し、勤務医の
働き方改革の推進を図る。

638,782 8,594

労働時間短縮に向けた体制整備への支援
数　１医療機関

(1)事業の有効性
 　医師労働時間短縮計画を策定した１医療機関について、医師の時間外労働削減に向けた取組を
 支援することができた。
(2)事業の効率性
 　年の時間外・休日労働が720時間を超過している医師を雇用している医療機関の時間外勤務削減
 への取組をピンポイントで支援することにより、効率的に事業を実施することができた。

医師の時間外労働上限
規制に対応していくた
め、長時間労働の医師
が多く在籍する医療機
関へ対し、制度の周知
を行い、さらなる活用
につなげていく。

○


